
✓ 多様な人々のスポーツを通じたライフパフォーマンスの向上を目指し、「ライフパフォーマンスの向上に
向けた目的を持った運動・スポーツの推進について」を 、部会での議論に基づきスポーツ庁で取りまと
め（R5年8月）

✓ スポーツ実施の環境整備や改善に積極的に取り組む地方公共団体、民間事業者、スポーツ関係団
体、保険者等の取組について、現場視察・ヒアリングを実施し、それらを事例として盛り込んだ「
Sport in Lifeガイドブック」を策定（R6年3月）

✓ 障害者スポーツ振興ワーキンググループを設置し（R4年10月）、障害者スポーツの振興に向けた
方策について議論を行い、中間とりまとめを公表するとともに（R5年6月）、最終報告書を取りまと
め（R6年7月）

これまでの健康スポーツ部会における議論の概要

これまでの主な取組

設置の経緯・議論の内容

◼ スポーツ庁設置（H27年10月）に伴い、スポーツに関する施策の総合的な推進等について審議す
るため、スポーツ審議会を設置。第２期スポーツ基本計画（H29～R3年度）において、目標の１
つとして掲げた「スポーツ実施率の向上」について調査審議するため、審議会の下に「健康スポーツ部
会」を設置（H29年7月) 。

◼ 委員は、地方公共団体・スポーツ関係団体・民間事業者や、働く世代・障害者・高齢者・女性・子
供の各分野の有識者・研究者等で構成し、働く世代や障害者、子供、女性向けのスポーツ施策等
について議論。

◼ R４年3月に策定した第３期スポーツ基本計画（R4～R8年度）を踏まえ、R4年10月からは「スポ
ーツを通じた健康増進や共生社会の実現等に向けた方策」について議論を実施。

1

資料４－１



ライフパフォーマンスについて
～ライフパフォーマンスの向上に向けた目的を持った運動・スポーツの実践に関する実態・ニーズ調査検討委員会 中間取りまとめ～（概要）

ライフパフォーマンスとは

⚫ スポーツ庁では、目的を持った運動・スポーツを推進し、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず多様な人々
の運動・スポーツを通じたライフパフォーマンスの向上（それぞれのライフステージにおいて最高の能力が発揮
できる状態）を目指している。

⚫ ライフパフォーマンスについて具体的に示してわかりやすく情報発信していくため、本検討委員会において、様々
な分野からみた捉え方や関連する観点と要素を踏まえ、ライフパフォーマンスを検討、整理した。

⚫ 困難な状況に陥ったとしてもそれを乗り越える力であり、それぞれのライフステージにおいて、環
境変化や加齢等に心身機能を適応させながら、個々の課題解決や目標達成に向けて発揮
できる能力

元気に通勤し家事・子育てをキビキビと行うこ
とができるなど、仕事と家事を両立し、人間関
係の構築を図りながら活躍し続ける能力

寝たきりにならず家事や外出、社会参画する
ことができるなど、生活活動の機会を維持・
向上できる能力

高齢者 働く世代・子育て世代

⚫ ライフパフォーマンスの向上を目指すことは、心身の健康の保持増進はもとより、QOLを高めることなど、
Well-beingの最大化に資する。

ライフステージにおけるライフパフォーマンスのイメージ
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⚫ スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求にこたえるものであり、スポーツを支える土台としてのコンディショニング※や、その方法としての多様な目的を持った運動（エク
ササイズ・トレーニング）とともに人間の潜在的身体能力を開拓するものと捉えることができる。 ※最高の能力を発揮出来るように精神面・肉体面・健康面などから心身の機能を調整
すること。

⚫運動・スポーツに関係する4つの要素（筋骨格系、神経系、呼吸循環・内分泌代謝系、メンタル系）に焦点を当て、目的を明確化して運動・スポーツを実施すること。心身に多
様な変化を与えられ、得られる効果や適応性を高めることができる。

⚫身体診断「セルフチェック」動画等を用いて自身の状態を把握すること。自主的に身体への意識及び関心を高めることができ、効果的な運動・スポーツの実施への寄与が期待される。

⚫多くの人々が、自らの心身機能の状態や運動・スポーツの影響及び効果に対する関心を高め、個人の適正、健康状態及びライフスタイルに応じて、ライフパフォーマンスの向上を
目指し、目的に合わせて運動・スポーツが実施できるような環境整備等が求められる。また、国民一般のライフパフォーマンス向上のために、アスリート支援で得られたスポーツ
医・科学の知見や事例が生かされるような取組が必要。

⚫運動・スポーツの効果を高めるためには、心身の維持・向上が必要な機能に焦点を当て、その効果や影響に着目し、それに適した方法や目的を定めた運動・スポーツ（目的を
持った運動・スポーツ）を実施することが重要。

⚫ このように心身に多様な変化を与える運動・スポーツを実施し、それぞれのライフステージにおいて最高の能力が発揮できる状態（ライフパフォーマンスの向上）を目指すことによっ
て、健康の保持増進はもとより、QOL（Quality of Life, 生活の質）を高めることなど、生きがいのある充実した生活を送ることにも寄与できる。

⚫ハイパフォーマンススポーツのサポート（トップアスリートへのサポート等）で得られたスポーツ医・科学等に係る知見を、アスリートだけでなく一般の人々が日常生活で抱える課題
の解決等に生かされ、ライフパフォーマンスの向上につなげることが期待されている。

⚫ スポーツを「する」ことを通じた「楽しさ」や「喜び」、「ともに」行い「つながり」を感じること、心身の健康増進等といったスポーツの価値を高めていくことは重要であり、
引き続きスポーツ実施率向上のための施策を推進することが必要。これまでの取組に加え、運動・スポーツの効果を高めるなど、質的な視点を持った取組を更に推進することが重要。

性別、年齢、障害の有無等にかかわらず多様な人々のスポーツを通じたライフパフォーマンスの向上に向けて、
目的を持った運動・スポーツを推進していくため、そのねらいや方向性について国等に求められる対応策等も含めて取りまとめ。

推進のねらいと方向性

国等に求められる対応策

国は、目的を持った運動・スポーツを推進するため、以下の取組を実施。
① 多くの人々が、ライフパフォーマンスの向上を目指し、自発的に目的に合わせて自身に適した運動・スポーツを実施でき

るようにするための取組：実態やニーズ調査、目的を持った運動・スポーツの実施推進に係る環境整備、知見の集
約と実証研究の成果の周知、実践モデルの創出、セルフチェックの周知啓発、指導者向けツール検討等

② ハイパフォーマンススポーツのサポートで得られた知見をライフパフォーマンスの向上に生かすための取組：
知見や事例の収集、効果検証とその周知等

地方公共団体等は、
国の取組によって得
られた成果や情報、
調査研究での知見
等を活用することが
望まれる。

国

ライフパフォーマンスの向上

地方公共団体等

ライフパフォーマンスの向上に向けた目的を持った運動・スポーツの推進について（概要）
～目的を定め、心身に多様な変化を与える～ （令和５年８月スポーツ庁取りまとめ）
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4

ライフパフォーマンス向上に向けた目的を持った運動・スポーツとは

○ 例えばウォーキングという運動でも、「目的」を設定し、それに応じた「歩き方」の工夫を行うことで、心身への様々な効果を発揮

目的を持った運動・スポーツを実施し、それぞれのライフステージにおいて最高の能力が発揮できる状態（ライフパフォーマ
ンスの向上）を目指すことによって、健康の保持増進はもとより、QOL（Quality of Life, 生活の質）を高めること等、生きが
いのある充実した生活を送ることに寄与。

• 筋骨格系
• 神経系
• 呼吸循環・内分泌代謝系
• メンタル系

心身に多様な変化を与えられ、
得られる効果や適応性が高まる

心身の維持・向上が必要な機能に焦点を当て、運動・スポーツの影響に着目し、それに適した
方法や目的を定めた運動・スポーツ

目的を持った

運動・スポーツとは

心身の維持・向上が必要な機能
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Sport in Lifeガイドブック
～スポーツによる健康増進とライフパフォーマンスの向上を目指して～（概要）

⚫ スポーツ審議会健康スポーツ部会では、スポーツ実施の環境整備や改善に積極的に取り組む
地方公共団体、民間事業者、スポーツ関係団体、保険者等の取組に着目して現場視察・
ヒアリングを実施し、令和6年3月に「Sport in Lifeガイドブック」として取りまとめました。

⚫ 第３期スポーツ基本計画で掲げる目標や施策の着実な実施に向けて、子供（幼児）、女
性、働く世代・子育て世代、高齢者、障害者、多様な主体の各ターゲット別に、取組やポイ
ント等をまとめたアクションガイドと、実際の取組事例を掲載するとともに、関連するテーマのコ
ラムも掲載しています。

アクションガイド 取組事例

「具体的な取組」「取組を開始・継
続できたポイント」「第３期スポーツ
基本計画の該当記載」を掲載

健康スポーツ部会で視察・ヒアリングした事例に
ついて、「取組概要」や「成果の要因・工夫のポ
イント」「今後の課題」や「委員所見」を掲載

次頁で
具体的な
事例を
掲載

Sport in Lifeガイドブック
～スポーツによる健康増進と

ライフパフォーマンスの向上を目指して～

スポーツ庁HPにて公表
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8

⚫ 地域の障害者スポーツ振興の拠点としての「障害者スポーツセンター」を広域レベル（都道府県単位）で１つ以上。

⚫ 障害のある人がより身近な環境でスポーツに親しむ環境を実現し、ともにするスポーツを推進するため、「障害者スポーツセンター」を
地域全体で障害者スポーツ振興を行う、幅広い機能と高い専門性を持つ人材と拠点となる施設等から構成される、包括的な地域
拠点として、その役割や機能等を整理。

スポーツ審議会健康スポーツ部会障害者スポーツ振興ワーキンググループ 中間まとめ概要

４つの機能

⚫ スポーツ関係者、教職員（志望者も含む）、医療関係者（志
望者も含む）、社会福祉施設関係者、手話通訳者、介助者等
に対する知見やノウハウの提供や支援、指導及び助言

⚫地域の障害者スポーツ振興を支える人材の育成及び派遣等

⚫ 「ともに」スポーツを楽しむ機会創出のための、ノウハウの提供、
企画の支援、人材の派遣

人材育成・
関係者

支援機能

⚫医療関係者、学校関係者、社会福祉施設関係者、障害者ス
ポーツ団体、スポーツ団体、スポーツ施設、スポーツクラブやサーク
ル、地方公共団体等との連携（スポーツ導入支援、身近なス
ポーツ実施環境の整備、地域の活動拠点への移行支援等）

⚫義肢装具士等との連携（用具・装具のフィッティング等のサポート
等）

ネットワーク
機能

⚫ スポーツをこれから始める人に対する安全に配慮した指導

⚫施設内で行うスポーツ教室や地域への出張教室、指導者派遣

⚫個々の事情にあった継続的なスポーツ実施に関する助言指導

⚫ スポーツ無関心層のニーズの掘り起こし、啓発、普及活動

⚫必要な用具等の貸し出し、保管

⚫ スポーツ用具や装具のフィッティング、調整、修理等のサポート

指導・
相談機能

⚫ スポーツ実施を促すための情報発信

⚫地域のスポーツクラブの活動状況等に関する情報収集及び提供

⚫ アスリートの競技大会における活躍状況等の情報収集及び発信

⚫障害者スポーツ活動実施に係る全般的なノウハウの蓄積

⚫必要な用具等の拠点や専門家に関する情報収集及び提供

⚫様々な障害等を有する方のための情報保障

情報
拠点機能

⚫関係者と連携するためのコーディネーター、スポーツ指導にあたる指導者の定常的な配置が必要。

⚫知見やノウハウを蓄積するため、１つ以上の何らかのスポーツ施設・設備（体育館、プール、トレーニング室など）が必要。

⚫施設がユニバーサルデザイン化され、身体障害者等のためのトイレ、更衣室、音声や光で緊急事態や避難誘導を知らせる装置、用具の保管庫などが必要。駐車場、入口付近
のロータリーが必要。

必要な人材、施設・設備

⚫ 地域において、域内の障害のある人とない人の意見を聞きながら、既存施設への機能の付与・充実、人員・体制の充実、施設の新設・改修等、整備の進め方
を検討する必要。その際、PPP／PFIなど民間資金と創意工夫を活用することについても、検討。

⚫ 施設・設備の整備は、新設に限らず、廃校なども含む既存施設の改修や複数のスポーツ施設のネットワーク化も含めて検討。

整備の進め方

※ その他、地域のニーズに合わせて、付加する機能を検討して決めていく方向性を提示。
（例：水上スポーツや冬季スポーツに関する教室、アスリート支援、地域の福祉避難所としての機能 等）
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スポーツ審議会健康スポーツ部会障害者スポーツ振興ワーキンググループ 最終報告書（概要）

○ 障害の有無に関わらず、いつでも、どこでも、誰もがスポーツを気軽に身近なところで楽しめる環境の整備のため、本WGにおいて、 ①障害者ス
ポーツセンターの在り方、②障害者スポーツを支える人材の在り方、③障害者スポーツ団体の他団体や民間企業等との連携を含めた組織基盤強化、
の３つの議題を議論。このうち①については中間まとめ（令和５年６月14日）にて期待される４つ機能などを整理。

○ 今回の最終報告書は、上記のうち、②障害者スポーツに関わる指導者等の人材の在り方、③障害者スポーツ団体の他団体や民間企業等との連携を
含めた組織基盤強化について提言するもの。

Ⅰ 障害者スポーツを支える人材の在り方について

① 地方公共団体や都道府県障害者スポーツ協会など様々な主体が関わる
障害者スポーツを支える人の活躍の場づくり

・ 障害者スポーツセンター機能を基盤とした、障害者スポーツ指導者と
スポーツ指導者を必要としている場とのマッチングの実施によるネット
ワークづくり

・ 障害者スポーツセンター等を中心に活動する、地域や地方公共団体
の特性に応じて様々な機関とのハブとしての役割を果たす障害者スポー
ツコーディネーターのモデル事例の横展開と人材育成

② 障害者スポーツ指導者の資質向上等に向けた研修機会の拡充
・ 日本パラスポーツ協会パラスポーツ指導員の座学講習等のオンライン

化やオンデマンド化など、広く受講しやすい環境整備
・ 障害者スポーツセンターの若手職員向け研修会・情報交換会の開催

等

Ⅱ 障害者スポーツ団体の基盤強化について

① 他団体との連携の取組の促進

団体の持続的な団体運営を図る方策の一つとして、他団体との緩やかな連
携から団体同士の統合まで、様々な形で団体の連携の取組が推進されるよ
う、既にある各種連携事例を広く横展開するとともに、連携に当たっての
阻害要因を分析の上、解決に向けた支援方策について検討するべき

② 民間企業との連携のさらなる促進

団体自身の強みや、団体と連携することによる民間企業にとってのメリッ
トの分析を行ったり、民間企業と共通する社会課題に対し、共に歩んでい
くことを支援したりするような仕組み作りが必要

③ 障害者スポーツ団体の基盤強化の促進

他のスポーツ団体や企業その他の団体との連携や、その前提となる経営戦
略の策定などを構想・推進する人材の確保に資するような施策として、例
えば、民間企業からの出向者の派遣（障害者スポーツ団体側の受入）を促
進させる仕組みを検討するべき

Ⅲ スポーツの振興体制について

スポーツを通じた共生社会を実現するという目標の達成に向けては、スポーツ振興の当事者たる国、地方公共団体、スポーツ統括団体等においても、
それにふさわしい組織体であることが望まれる。急速な少子高齢化が進むなか、障害のある・なしで区別して取組を進めていくことが困難になってくる
ことも考えられ、一体的な取組は今後ますます重要になってくる。

・ 国においては、スポーツ全体の所管省庁が一元化されているが、これにとどまらず、例えば、パラアスリートも含めた世界トップを目指すハイパフ

ォーマンススポーツのサポートで得られたスポーツ医・科学等に係る知見を広く国民の運動・スポーツに活用しライフパフォーマンスの向上に役立て

る等、一体的な取組をさらに進めていくべき。

・ 都道府県では、スポーツ担当部署が一元化されるケースが約半数。より効果的に施策を展開するためには、スポーツ担当部署のみならず、様々な部

署との連携は依然として重要。国においては、先行して分野に応じて一元化を行った都道府県における成果や課題等を整理し示すことが求められる。

・ 中央競技団体について、スポーツ振興にあたってどのような組織の在り方が適切なのか、諸外国の例も参考に検討が進められることが望まれる。

（令和６年７月25日）
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